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平成28年熊本地震にかかる「DPAT」の派遣時における交通事故防止等の徹底について

今般、熊本県からの災害派遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric Assistance Team : 以下

「DPAT」という。）の派遣要請に基づき、被災地において活動を行っていた DPAT が交通事

故の当事者となる事案が発生しました（別添参考資料参照）。

DPAT が被災地において安全に活動することは災害派遣精神医療の基本であり、このよう

な事案の発生は、派遣された職員の死傷事故の発生につながるとともに、被災者に対する支

援に支障を来すものであり、再発防止を図っていかなければなりません。

つきましては、下記に留意の上、DPAT を派遣される際は、交通事故防止等に万全を期さ

れるようお願いいたします。

記

１．交通事故防止の徹底

事前に研修の実施や交通安全に関する資料の配付等を通じ、交通関係法令の遵守の遵

守を図るとともに、交通事故防止に万全を期すること。

２．二次災害の未然防止

DPATの活動の際には、事前に、被災地の特性等について情報収集するなどし、

どのような安全上の配慮が必要かについて検討を行うとともに、その情報をDPAT

活動に適切に反映させること。

３．事故等が発生した場合の適切な対応

国・DPAT 事務局に速やかに事故等の発生を連絡・報告すること。また、事実を正確

に整理・調査した上で、再発防止のために必要な改善策を検討・実施すること。
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